
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
七
十
二
号
）
新
旧
対
照
条
文

○

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
適
性
試
験
）

（
適
性
試
験
）

第
二
十
三
条

自
動
車
等
の
運
転
に
必
要
な
適
性
に
つ
い
て
の
免
許
試
験
（
以
下
「

第
二
十
三
条

自
動
車
等
の
運
転
に
必
要
な
適
性
に
つ
い
て
の
免
許
試
験
（
以
下
「

適
性
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
も

適
性
試
験
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
も

の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る

の
と
し
、
そ
の
合
格
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る

。

。

科

目

合

格

基

準

科

目

合

格

基

準

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

聴
力

一

大
型
免
許
、
中
型
免
許
、
普
通
免
許
、
大
型
特
殊
自
動

聴
力

一

大
型
免
許
、
中
型
免
許
、
普
通
免
許
、
大
型
特
殊
自
動

車
免
許
（
以
下
「
大
型
特
殊
免
許
」
と
い
う
。
）
、
牽
引

車
免
許
（
以
下
「
大
型
特
殊
免
許
」
と
い
う
。
）
、
牽
引

け
ん

け
ん

免
許
、
第
二
種
免
許
及
び
仮
免
許
に
係
る
適
性
試
験
に
あ

免
許
、
第
二
種
免
許
及
び
仮
免
許
に
係
る
適
性
試
験
に
あ

つ
て
は
、
両
耳
の
聴
力
（
補
聴
器
に
よ
り
補
わ
れ
た
聴
力

つ
て
は
、
両
耳
の
聴
力
（
大
型
免
許
、
中
型
免
許
、
普
通

を
含
む
。
）
が
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
で
、
九
〇
デ
シ
ベ

免
許
、
大
型
特
殊
免
許
、
牽
引
免
許
及
び
仮
免
許
に
係
る

け
ん

ル
の
警
音
器
の
音
が
聞
こ
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

適
性
試
験
に
あ
つ
て
は
、
補
聴
器
に
よ
り
補
わ
れ
た
聴
力

を
含
む
。
）
が
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
で
、
九
〇
デ
シ
ベ

ル
の
警
音
器
の
音
が
聞
こ
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


